
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

  

 

 
新たな防火規制とは、地域の防火性を高めることを目的に、燃えにくい建物の建築を義務付ける規制手法のこと

です。そのため、複合住宅地区及び駅前近隣商業地区においては、原則として、準耐火建築物以上の耐火性能をも

った建物とすることが求められます。商店街沿道地区については、規制の内容は変わりません。 

※ 延べ面積が 50 ㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のものならば建築可能です。 

※ 新たな防火規制の区域指定については、決定権者である東京都と現在協議中です。 

 

富士見台駅北部地区地区計画（原案）、新たな防火規制（原案）の概要 
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《区域図》 

 

《新たな防火規制（原案）》 

2.5

ｍ 

 変更① 変更② 変更③ 変更④ 変更⑤ 

現状 変更案 現状 変更案 現状 変更案 現状 変更案 現状 変更案 

用途地域 第一種 

住居 

近隣 

商業 
準工業 

近隣 

商業 

近隣 

商業 

近隣 

商業 
準工業 

近隣 

商業 

第一種 

低層 

住居 

第一種 

中高層 

住居 

建蔽率 60％ 80％ 60％ 80％ 80％ 80％ 60％ 80％ 50％ 60％ 

容積率 200％ 300％ 200％ 300％ 300％ 300％ 300％ 300％ 100％ 200％ 

敷地面積の 

最低限度 
75 ㎡ ―※１ 75 ㎡ ―※１ 70 ㎡ ―※１ 75 ㎡ ―※１ 80 ㎡ 75 ㎡ 

建物高さ 

最高限度 
20m 25m※２ 20m 25m※２ 25m 25m※２ 25m 25m※２ 10m 17m 

高度地区 第２種 第３種 第２種 第３種 第２種 第３種 第３種 第３種 第 1 種 第 2 種 

防火地域 準防火 防火 準防火 防火 準防火 防火 防火 防火 準防火 準防火 

特別用途 

地区 
- - 

特別工

業地区 
- - - 

特別工

業地区 
- - - 

 

《本地区における地域地区の変更内容》 

 
地域地区とは、秩序ある土地の合理的な利用を図るため、地域や地区において、あらかじめ建築計画に関

するルールを定めるものです。 

今回の地区計画にあわせて下の表に掲載した内容で、地域地区の変更を予定しています。 

①～③および⑤については、道路の拡幅に合わせて、現状の地域地区の範囲も広げていく予定です。 

④については、商店街の活性化を目指すため、準工業地域から近隣商業地域への変更を予定しています。 

※ 用途地域の変更については、決定権者である東京都と現在協議中です。 

※１：近隣商業地域への用途変更箇所の最低敷地面積は、地域地区上では制限なしになるものの、地区計画において「70
㎡」を定める。 

※２：近隣商業地域への用途変更箇所の建物高さの最高限度は地域地区上「25ｍ」になるものの、地区計画において「20
ｍ」を定める。 

注）：商店街沿道地区のうち、現在近隣商業地区に指定されている地区については、地域地区の変更は行わず、※１およ
び※２と同様に地区計画による制限が適用される。 

《建築物等の整備の方針》 

 

①「商店街沿道地区」では、安全で快適な歩行者空間の確保、統一性があり開放感のある良質なまちなみの形

成および建築物の建替えの促進を図るため、以下のルールを定めます。 

1．建築物の容積率の最高限度       2．建築物の敷地面積の最低限度 

3．壁面の位置の制限          4．壁面後退区域における工作物の設置の制限 

5．建築物等の高さの最高限度    6．建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限 

7．垣またはさくの構造の制限 

②「複合住宅地区」では良質な市街地環境を形成し、防災性を向上させるため、以下のルールを定めます。 

1．壁面の位置の制限           2．壁面後退区域における工作物の設置の制限 

3．建築物等の高さの最高限度       4．建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限 

5．垣またはさくの構造の制限 

③「駅前近隣商業地区」では、活気あふれる商店街と住宅との調和を図るため、以下のルールを定めます。 

1．壁面の位置の制限               2．建築物等の高さの最高限度 

3．建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限  4．垣またはさくの構造の制限 
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詳しくは、『地区計画』および『新たな防火規制』原案説明会にてご説明いたします。 

地区計画による 
公園の整備イメージ 

 
 
 
 
 
             

(大泉学園町三丁目) 



   

 

 

  

 

 

 

 


